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○景観に配慮した道路構造及び形状等の検討 
 

1.  環境配慮方針等の整理 
評価書において記載している景観に係る環境配慮事項について、関連する設計業務に提示する

ための環境配慮方針を表 1-1 に整理した。 

また、関連する設計業務に対し、景観に係る環境配慮方針の提示と環境影響評価図書の提供を

行った。 

 

表 1-1 景観に係る環境配慮方針 

項目 内容 

検討・実施すべき

環境配慮事項 

景観に配慮した道路構造及び形状等の検討 

環境影響評価書の

記載内容 

【景観に係る環境保全措置】 

 

 

配慮事項の具体的

内容 

周辺景観に調和させることを目的とした道路構造物（橋梁等）及び道路付属物の

形式、デザイン、色彩の検討を行う。 

具体的には、擁壁の表面テクスチャの変更、橋脚のエッジ処理、床版断面形状の

変更、橋梁形式の検討などが考えられる。（※次頁の対策イメージ参照） 

参考とする資料 『道路のデザイン－道路デザイン指針（案）とその解説－』（2005年 7 月、財団法

人道路環境研究所編集） 

対象箇所 新山梨環状道路東部地区（西下条ランプ～（仮称）広瀬 IC 間）の工事全般。 

関連する設計業務 新山梨環状道路東部地区（西下条ランプ～（仮称）広瀬 IC 間）の工事全般。 
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＜参考＞評価書に掲載した道路構造及び形状等に係る環境保全措置の実施イメージ 

対策内容 環境保全措置の実施イメージ 対策効果 

擁壁の表面テクス

チャの変更 

 

擁壁の表面テクスチャ

を人工的なデザインか

ら目立たない自然的な

デザインにすることで、

周辺景観との違和感が

緩和される。 

橋脚のエッジ処理 

 

橋脚に丸みを付けるこ

とで、堅い印象が緩和さ

れる。 

床版断面形状の変

更 

 

床版の張り出し部の凹

凸をなくすことでスレ

ンダーさが際立ち、すっ

きりとした印象になる。 

橋梁形式の検討 

 

PC 中空床版橋の採用： 

桁高が薄いために構造

物の向こう側の見通し

が良くなり、圧迫感が軽

減される。 
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○景観アドバイザー会議における対応 
新山梨環状道路東区間の甲府市白井町～西下条町地内区間（L=約 3.4km）は、山梨県が行う「公

共事業景観審査（仮称）」の試行対象事業となっており、景観に配慮した道路整備を行うこととさ

れている。 

以下に景観アドバイザー会議（合計 4回開催）における助言と対応状況を示す。 

景観アドバイザーの助言 対応状況 

【蛭沢川橋】 

・フェイシアラインは形状のみでなく、桁と橋

台部の視線を通した計画とすること 

 

 

 

 

 

 

 

・フェイシアラインを通すため、橋台部に目地棒を

追加 

 

 

・高い位置にある府贓物は、ダークブラウンと

すると重い印象となるため避ける。 

・亜鉛メッキ、塗装とも、平均点以上あり、北

部区間との統一、イニシャルコスト等、総合的

に判断して決めること。 

・塗装であれば、グレーベージュが最適。コン

クリートに近い色であれば、色が焼けることに

よる見た目の変化が少ない。 

【西下条ランプ～中央道 ダークブラウン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東部区間は、塗装仕様とする。 

・東部区間は、景観配慮色を採用する。 

・東部区間 1期は、グレーベージュにて施工する。 

・東部区間としての連続性を考慮し、Ⅱ期区間につ

いても、グレーベージュを設計に反映する（統一す

る）。 

 

 

【西下条ランプ～中央道 グレーベージュ】 
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景観アドバイザーの助言 対応状況 

【落合西 IC ダークブラウン】 

 

 

 

 

 

 

【落合西 IC グレーベージュ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・落下物防止柵は景観

に配慮し端部すりつ

け処理を行うこと 

 

・落下物防止柵の端部すり

つけ処理（橋台部）を追加 

 •その他、フォトモンタージュにおける補強土壁計画

を修正 

 

 

 

 

 

［橋梁計画］ 

・橋梁形式は、景観に配慮すると本線橋・ランプ

橋とものに鋼構造が望ましい 

 

 

 

 

 

・本線橋は鋼桁橋、ランプ橋はコンクリート橋とな

ることの了承を得る 
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○アドバイザー会議概要 
 

1.  会議開催概要 
景観アドバイザー会議は合計 5回実施されている。 

開催概要を表 1-1に示す。 

 

 

表 1-1 アドバイザー会議開催概要 

開催回 開催期日 内容 

第 1回 平成 25年 10月 18日 ①蛭沢川橋 

②連続高架橋（落合西 IC） 

③盛土構造 

④構造物の色彩 

第 2回 平成 26 年 2月 7日 ①蛭沢川橋 

②連続高架橋（落合西 IC） 

③盛土構造 

④景観検討 

第 3回 平成 26年 10月 29日 1.設計完了箇所の結果報告 

①蛭沢川橋 

②道路計画（西下条～中央道） 

2.今後の設計箇所の方針確認 

①小曲高架橋位置 

②道路計画（中央道～落合西） 

③橋梁計画 

第 4回 平成 27 年 2月 16日 1.計画の報告 

①蛭沢川橋 

2.設計箇所の結果報告 

①橋脚位置 

②橋梁計画 

③排水計画 

第 5回 令和 2年 12 月 23日 1.東部区間道路付属物色彩検討 

第 1回～第 4回のアドバイザー会議の結果を含め、

東部区間 1期及び 2期における標識柱、照明柱等の

色彩検討 
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2.  第１回 景観アドバイザー会議（新山梨環状道路（東部区間）） 
日 時：平成 25 年 10 月 18 日（金）13:30～16:30 

場 所：新環状・西関東道路建設事務所 ２F 会議室、現地 

 

【景観アドバイザー会議における指導助言内容】 

①蛭沢川橋 

・当該箇所は、人の視線に比較的触れない場所であるため、遠景で綺麗に見えるように、

フェイシアラインを通すこと。 

・橋梁の橋脚形状や桁厚など、コスト面を踏めた上で、景観面に配慮すること。 

・橋脚等の形式および形状は、構造、施工性、景観、コスト等から総合的に判断すること。 

②連続高架橋（落合西 IC） 

・当該箇所は、連続高架橋・擁壁・IC 跨道橋の構成となるため、フェイシアラインを通

すこと。 

・構造物と盛土の接続部のコンクリート面は、視線に触れるため、景観性に配慮すること。 

・遮音壁を設置する可能性があるならば、あらかじめ景観性に配慮すること。 

・IC 跨道橋周辺の景観は、甲府精進湖線の集落（甲府市街地方面）からアクセスする際、

新環状道路により景観構造に変化が生じる。このため、周辺風景の見通しを確保する目

的で、橋梁設計の景観性に配慮すること。（例えば、支間長を長くする、桁厚のスリム

化など） 

③盛土構造 

・暫定時の盛土は、用地の余裕が想定されるため、法尻のコンクリート構造物を可能な限

り避けること。（暫定整備側） 

・小曲町周辺は、田園風景が広がっていることに加え、比較的交通量が多いため視線に多

く触れる。このため完成形においても、法尻のコンクリート構造物は可能な限り避ける

ことが望ましい。 

・植栽について、外来種の採用を拒むものではないが、資料等を整理すること。 

・植栽の決定にあたっては、経年変化にも配慮すること。 

・必要に応じて、造園の専門家からの指導・助言を受けること。 

④構造物の色彩 

・色を決める際には、既存の周辺構造物に配慮し総合的に判断すること。また、決定根拠

を明確にすること。 
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3.  第２回 景観アドバイザー会議（新山梨環状道路（東部区間）） 
日 時：平成 26 年 2 月 7 日（金）14:00～15:30 

場 所：新環状・西関東道路建設事務所 2F 会議室 

 

【景観アドバイザー会議における指導助言内容】 

① 蛭沢川橋 

・橋台に接続するコンクリート構造物は、橋梁計画と合わせて景観に配慮することが望ま

しい。 

・排水管は、目立たないように色彩や位置を検討することが望ましい。 

・色彩は、周辺の景観に配慮して 10YR 系から選定すること。 

② 盛土構造 

・外来種の採用と除草剤の散布について、専門家の意見を仰ぐこと。 

③ 落合西高架橋 

・蛭沢川橋と同様に、排水管は目立たないような色彩や位置の検討をして、色彩は 10YR 

系から選定することが望ましい。 

④ 景観検討（ヴァーチャルリアリティ） 

・地元は雲の変化に敏感であるため、地元に VR を見せる際には、空は青空にするなど配

慮すること。 

 

 

 

＜専門家：意見抜粋＞ 

・ヒメイワダレ草は、在来種や水田への影響が小さく、除草作業等の維持管理手間が軽減される

植生であると理解した。 

・ヒメイワダレ草について、中央道のように多種多様な植生にはならないか。 

⇒・ヒメイワダレ草は法面全面に繁茂するため、多種多様な植生にはならないと想定している。 

・雑草が繁茂しないように、除草剤を散布する必要があるが、水田に影響のない時期に実施

する必要がある。 

・除草剤を散布する場合は、周辺に流出しないように配慮することが望ましい。 

・ヒメイワダレ草の採用や除草剤の散布について、専門家に意見を仰ぐこと。 
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4.  第 3 回（平成 27 年度第 1 回）景観アドバイザー会議（新山梨環状道路（東部区間）） 
日時：平成 26年 10月 29日（水） 14:00～15:30 

場所：新環状・西関東道路建設事務所 2F会議室 

 

【景観アドバイザー会議における指導助言内容】 

1. 設計完了箇所の結果報告 

① 蛭沢川橋 

・フェイシアラインは、形状のみではなく桁と橋台部の視線が通るようが計画すること。 

・標識柱、照明柱、落下物防止柵は、壁高欄との色彩および南部区間との連続性を踏まえ溶融

亜鉛メッキとすることが望ましい。 

・落下物防止柵の端部は緩やかにすりつける計画とし、防護柵（色彩ダークブラウン）と一定

の離隔を確保すること。 

②道路計画（西下条～中央道） 

．浸水区域に配慮した、のり尻構造の変更は了解頂いた。 

．のり尻ブロック張と立入防止柵は、以下の組み合わせが望ましい。 

i) ブロック張（高輝度） →立入防止柵：グレーベージュ 

ii) ブロック張（低輝度） →立入防止柵：ダークブラウン 

2. 今後の設計箇所の方針確認 

①小曲高架橋位置の変更 

・位置変更により、IC部の補強土壁が橋梁計画となるため、最観的には望ましいと考える。 

②道路計画（中央道～落合西） 

・中央道以南の同様の計画であれば、景観上の課題はないと考える。 

③ 橋梁計画 

・橋脚断面は極力小さくすることが望ましい。 

・橋脚位置は本線橋・ランプ橋で調整して決定することが望ましい。 

・橋梁形式は、景観に配慮すると本線橋・ランプ橋ともに鋼構造が望ましい。 
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5.  第 4 回（平成 27 年度第 2 回）景観アドバイザー会議（新山梨環状道路（東部区間）） 
日時：平成 27年 2月 16日（水） 10:00～11:00 

場所：新環状・西関東道路建設事務所 2F会議室 

 

【景観アドバイザー会議における指導助言内容】 

1. 前回会議結果の整理と助言を反映した計画の報告 

① 蛭沢川橋 

・計画変更内容（目地棒追加、落下物防止柵の端部すりつけ、標識柱等の溶融亜鉛メッキ

の滴用）について了解いただいた。 

2. 橋梁予備設計結果の報告と排水に関する助言 

① 橋脚位置 

・現況道路・水路の機能確保をコントロールとした橋脚位置設定について了解いただいた。 

② 橋梁計画 

・橋梁形式について、本線橋は鋼桁橋（耐候性鋼材）、ランプ橋はコンクリート橋となる

ことを報告し了解いただいた。 

③ 排水計画 

・構造的な課題を最小限とした計画が確定した段階で景観に関する助言を提案する。側

面に添架する横引管は桁の色に合わせた塗装仕様とすること。 

 

 

 

 

6.  第 5 回景観アドバイザー会議（新山梨環状道路（東部区間）） 
日時：令和 2年 12月 23日（水）14：00～15：00 

場所：新環状道路建設事務所 2F会議室 

 

【景観アドバイザー会議における指導助言内容】 

・高い位置にある付属物については、ダークブラウンとすると重い印象となるため避けること。 

・過去亜鉛メッキであればメンテナンスフリーであるとの考え方であったが、近年亜鉛メッキ

であっても腐食等が発生しているとの声を聞き、一概に亜鉛メッキが最適とは言えない。 

・亜鉛メッキであっても、塗装であっても、平均点以上のものを持っている。総合的に判断して

決めること。（例えば北部区間との統一、イニシャルコスト、亜鉛メッキを塗装することによ

るメリット等） 

・塗装するのであれば、グレーベージュが最適。屋外で使用するダークブラウンについては、日

焼けして褐色が目立つ様になるが、コンクリートに近い色であれば、色が焼けることによる

見た目の変化が少ない。 
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○環境保全措置の実施状況：廃棄物等 
 

1.  環境保全措置の内容 
環境保全措置の内容を下表に示す。 

・建設廃棄物の収集・運搬・処分についてマニュフェストによる記録・保管及び安全性の確

保された発生土の搬入の確認 

 

環境要素 環境影響評価の項目 環境保全措置 

環境

配慮

事項 

環境

保全

措置 

廃棄物等 
切土等又は既存の工
作物の除去に係る廃
棄物等 

• 再資源化施設への搬出等による本事業及び
他事業等での利用 

〇 〇 

注）記載内容が環境配慮事項・環境保全措置のいずれに該当するかを、〇で示した。 

 

 

2.  結果 
1期区間における該当項目の環境配慮事項・環境保全措置の実施区間を図 2-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）   ：環境配慮事項・環境保全措置を実施している区間 

 

図 2-1 環境配慮事項・環境保全措置の実施区間 

 

西下条ランプ（土工）～隠池大橋（橋梁） 
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2.1.  再資源化施設への搬出等による本事業及び他事業等での利用 
施工計画書に記載されており、適切に実施されている。 

工事の実施に伴い発生する建設副産物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、

建設発生木材）の収集・運搬・処分に際しては、山梨県等の許可を受けている産業廃棄物処分

業者に委託し、マニュフェストに記録・管理する等、関係法令等の基準を遵守して適正に処理・

処分が行われている。 

【実施例】穏池大橋（橋梁）：8工区、小曲（橋梁）～落合西ＩＣ（土工）：14工区 

コンクリート構造物（無筋）搬出 
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○マニュフェスト例 
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2.2.  建設発生土の受け入れ基準の策定・運用 
平成 29年 3月に、盛土材に使用する建設発生土の受入基準を策定し、盛土材として建設発

生土を受け入れる際には、土壌、重金属等の含有、溶出試験等の分析により安全性の確保され

た発生土の搬入としている。 

【実施例】穏池大橋（橋梁）：8工区 峡北残土置き場 

小曲（橋梁）～落合西ＩＣ（土工）：14工区 事業地内 
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○周辺の河川等の水質調査（工事着手前） 
 

1.  調査項目及び調査方法 
調査項目は以下のとおりとした。 

・ 浮遊物質量（SS） 

・ 水素イオン濃度（pH） 

・ 河川流量 

 

 

2.  調査時期 
調査時期は、資料 No.25 水質調査（工事中）を参照。 

 

 

3.  調査方法 
各項目の調査方法を表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 調査方法 

調査項目 調査方法 

浮遊物質量（SS） 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 12

月 28 日環境庁告示第 89号）に示される測定方法 

水素イオン濃度 

（pH） 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 12

月 28 日環境庁告示第 89号）に示される測定方法 

河川流量 「水質調査方法」（昭和 46年 9月 30日環水管 30 号）

に示される測定方法 

 

 

4.  調査結果 
調査結果は、資料 No.25 水質調査（工事中）を参照。 
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  資料 No.25 

 

 ○水質調査（工事中） 
  

1.  調査項目 
調査項目は以下のとおりとした。 

・浮遊物質量（SS） 

・水素イオン濃度（pH） 

・河川流量 

 

 

2.  調査地点 
各調査項目の調査地点を図 2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 水質調査地点位置図 
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3.  調査時期 
調査時期は表 3-1に示すとおりである。 

 

表 3-1 調査時期 

調査時期 天候 

工事前 平成 25年 9 月 26日 晴 

平成 25年 10月 22 日 晴 

平成 25年 11月 18 日 晴 

平成 25年 12月 18 日 曇 

平成 26年 1 月 14日 晴 

工事中 令和 2年 9月 28日 晴 

令和 2年 10 月 29日 晴 

令和 2年 11 月 27日 曇 

令和 2年 12 月 25日 晴 

令和 3年 1月 29日 晴 

 

 

4.  調査方法 
水質の調査方法を表 4-1に示す。 

 

表 4-1 調査方法 

調査項目 調査方法 

浮遊物質量（SS） 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 12

月 28 日環境庁告示第 89号）に示される測定方法 

水素イオン濃度（pH） 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 12

月 28 日環境庁告示第 89号）に示される測定方法 

河川流量 「水質調査方法」（昭和 46年 9月 30日環水管 30 号）

に示される測定方法 
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5.  調査結果 
調査結果を、表 5-1 及び図 5-1～図 5-2に示す。 

各調査項目について、工事前と工事中において、著しい変化は確認されなかった。 

 

表 5-1 水質調査結果 

調査月 

水素イオン濃度（pH） 浮遊物質量（SS）（mg/L） 河川流量(m³/s) 

工事前 

(H25,26) 

工事中 

(R2,3) 

工事前 

(H25,26) 

工事中 

(R2,3) 

工事前 

(H25,26) 

工事中 

(R2,3) 

9 月 7.8 7.3 10 9 0.85 0.79 

10 月 7.6 7.8 11 2 0.98 0.64 

11 月 7.6 7.6 2 3 0.56 0.47 

12 月 7.4 7.5 2 1未満 0.32 0.45 

1 月 7.8 7.6 5 12 0.39 0.43 

最大値 7.8 7.8 11 12 0.98 0.79 

最小値 7.4 7.3 2 1未満 0.32 0.43 
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図 5-1 水素イオン濃度の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 浮遊物質量及び河川流量の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 河川流量の推移 
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